
鳥取県再エネ100宣言RE Action推進事業補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県再エネ100宣言RE Action推進事業補助金（以下「本補助金」

という｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）「再エネ100宣言RE Action」とは、2050年までに自社の使用電力を100%再生可能エネルギーに

転換する意思と行動を示す国内の枠組みをいう。 

（２）「電気自動車（EV）」とは、搭載された電池（燃料電池を除く。）によって駆動される電動機

のみを原動機とし内燃機関を併用しない自動車をいう。 

（３）「プラグインハイブリッド自動車（PHV）」とは、搭載された電池によって駆動される電動機と

内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車をいう。 

（４）「商用車」とは、役員及び社員・職員（以下「役員等」という。）の業務用の移動の目的のた

めに使用する自動車（役員等が私的な移動に使用する車両及び事業用自動車を除く）をいう。 

（５）「充電設備」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車（以下「電気自動車等」と

いう。）に充電するための設備をいう。 

（６）「Ｖ２Ｈ充放電設備」とは、電気自動車等に搭載された電池から電力を給電するための直流／

交流変換回路をもつ充電設備をいう。 

（７）「事業用自動車」とは道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条に規定する旅客自動車運送事

業、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第２条に規定する貨物自動車運送事業及び貨物

利用運送事業法（平成元年法律第82号）第２条に規定する貨物利用運送事業の用に供する自動車を

いう。 

 

（交付目的） 
第３条 本補助金は、再エネ100宣言RE Actionに参加する県内企業の省エネ、再エネ設備及び電気自

動車等の商用車・充電設備の導入経費を支援することにより、本県が定める2030年の温室効果ガス

削減目標の達成及び2050年のゼロカーボン社会実現に向けた取組の推進を図ることを目的として交

付する。 

 

（補助金の交付） 

第４条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）について同表の第２欄の要件を満たす同表の第３欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補

助金を交付する。 
２ 別表の第１欄（１）及び（２）に掲げる本補助金の額は、補助事業に要する別表の第４欄に掲げ

る経費（消費税及び地方消費税を除く。以下「補助対象経費」という。）の額に、同表の第５欄に

定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額と、同表の第６欄に掲げる上限額のいずれか

低い額以下とする。 

３ 別表の第１欄（３）及び（４）に掲げる本補助金の額は、補助対象経費の額から、当該補助事業

に伴う収入（本補助金を除く。）の額を控除した額に、補助率を乗じて得た額と、同表の第６欄に

掲げる上限額のいずれか低い額以下とする。 

４ 本補助金とは別に県から補助金等を受けている場合は重複する対象経費を補助対象としないもの

とする。 

５ なお、本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、鳥取県産業振興条例（平

成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者（同条例第

２条第１項に規定する「事業者」の定義に従い、「県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称

の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者」をいう。）への発注に

努めなければならない。 

６ 本補助金の交付は、１法人又は１個人事業主につき補助事業ごとにそれぞれ一回限りとする。 



 
（交付申請の時期等） 
第５条 本補助金の交付申請は、その年度の１月末日までに行わなければならない。 
２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 
 
（交付決定の時期等） 
第６条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。 
２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 
 
（承認を要しない変更） 
第７条 規則第12条第１項の知事が別に定める変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。 
２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 
３ 規則第12条第３項の申請書に添付すべき書類は、様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（実績報告の時期等） 
第８条 規則第17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、規則第17 条第１項第

１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する

日と補助事業等の完了予定年月日の属する年度の３月15日のいずれか早い日までに行わなければな

らない。 
２ 規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 
 
（財産処分の承認） 

第９条 補助事業者は、規則第25条第２項の規定に準じた内容の条件に基づき、財産の処分の承認を 

 しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

２ 第６条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 

３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第25条第２項ただし書の期間を定めるに当 

たっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）で定める期間より

短い期間を定めてはならない。 

４ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第25条第２項第４号の財産を定めるに当た 

っては、次に掲げる財産を定めなければならない。ただし、当該財産以外の財産を定めることを妨

げない。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が単価 500 千円を超える機械器具、備品及びその他重要な財産 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの 

 

（財産に関する書類の保管） 

第10条 補助事業者は、事業により取得した財産について処分制限期間を経過するまでの間、様式第

４号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。 

 

（雑則） 

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、生活環境部

長が別に定める。 

 
   附 則 

１ この要綱は、令和４年３月２９日から施行し、令和４年度事業から適用する。 
２ 鳥取県再エネ100宣言RE Action推進・再エネ活用支援事業補助金（令和３年４月１日付第202100000929

号生活環境部長通知）は、廃止する。ただし、令和３年度中に交付決定を受けた事業については、なお従

前の例による。 



別表（第４条関係） 
1 補助事業 2 補助要件 3 事業実施主体 4 補助対象経費 5 補助率 6 上限額 

（１）省エネ

対応設備導

入支援事業 

使用電力を 100%再エネに転換することを目的に省エネ診断を実施

し、かつ診断結果に基づく省エネ性能の高い設備への更新で、次

のいずれの要件も満たすもの。 

・機器・設備は未使用品であること。 

・申請者が発注する事業者は県内事業者であること。 

・設置工事を行う事業者は県内事業者であること。 

・省エネ対応設備を導入する場所は県内であること。 

・交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されてい

ること。（リース及び割賦販売は対象外） 

県内に本店・本社

がある再エネ 100

宣言 RE Action に

参加している又は

事業実施年度内

に参加意向のあ

る法人並びに個

人 事 業 主 （ 独 立

行政法人、地方

独立行政法人、

国立大学法人、

鳥 取 県 が 資 本

金、基本金等の４

分の１以上を出資

している法人は除

く） 

補助事業の実施に要する次の経費

（「２ 補助要件」を満たすものに限る） 

 省エネ対応設備導入に要する以下

の経費 

・機器・設備の購入に要する経費、

据付工事費又は資材費、その他補

助事業に要する経費 

※省エネ診断の実績がある法人等

のエネルギー管理士等の有資格

者による省エネ診断の結果に基づ

く省エネ対応設備導入に要する経

費であること 

１／３ 

 

１申請者当たり１，０００千円 

（２）太陽光

発電設備導

入支援事業 

太陽光発電で発電した電気を原則、全量自家消費等の事業活動

に使用することを目的とする設備導入で、次のいずれの要件も満た

すもの。 

・機器・設備は未使用品であること。 

・日本工業規格、ＩＥＣ等の国際規格に適合していること。 

・申請者が発注する事業者は県内事業者であること。 

・設置工事を行う事業者は県内事業者であること。 

・太陽光発電設備を導入する場所は県内であること。 

・交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されてい

ること。（リース及び割賦販売は対象外） 

補助事業の実施に要する次の経費

（「２ 補助要件」を満たすものに限る） 

・機器・設備の購入に要する経費、

据付工事費又は資材費、その他補

助事業に要する経費 

１／５ 

 

１申請者当たり２，０００千円 

（ ３ ） Ｅ Ｖ 商

用車導入支

援事業 

電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車であり、次のいずれの

要件も満たすもの。 

・経済産業省「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助

金」の対象車両であること。 

・初度登録前の車両であること。 

・車検証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載

されているものであること。 

・鳥取県内を使用の本拠とするものであること。 

・交付決定以降に補助対象車の購入契約が締結されていること。

（リース及び割賦販売は対象外） 

補助事業の実施に要する次の経費

（「２ 補助要件」を満たすものに限る） 

・車両の購入に要する経費 

定額（１０／１０） 

 

１台につき２００千円（補助上限台数：

１申請者当たり５台） 

（４）充電設

備導入支援

事業 

電気自動車等の充電設備であり、次のいずれの要件も満たすもの。 

・充電用コンセント、充電用コンセントスタンド、普通充電設備又は 

Ｖ２Ｈ充放電設備であること。 

・未使用品であること。 

・鳥取県内の事業所等に設置するものであること。 

・設置場所が本補助金を活用して導入する電気自動車等の車検証

における使用の本拠の位置と同じであること。 

・設置工事を行う事業者は県内事業者であること。 

・交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されてい

ること。（リース及び割賦販売は対象外） 

補助事業の実施に要する次の経費

（「２ 補助要件」を満たすものに限る） 

・充電設備の購入費及び充電設備

の設置工事費（充電設備設置工事

費及びその他設置に係る費用） 

定額（１０／１０） 

 

・充電用コンセント１基につき３０千円 

・充電用コンセントスタンド１基につき６０千円 

・普通充電設備１基につき１８０千円 

・Ｖ２Ｈ充放電設備１基につき３７５千円 

（補助上限基数：１申請者当たり本補

助金を活用して導入する電気自動車

等の台数以内の基数） 

※申請者と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に要する経費を含めないこと 



様式第１号（第５条、第７条、第８条関係） 
 

鳥取県再エネ100宣言RE Action推進事業計画（報告）書 
 

１ 対象補助事業名 □省エネ対応設備導入支援事業 

□太陽光発電設備導入支援事業 

□EV 商用車導入支援事業 

□充電設備導入支援事業  ※ □にレを入れてください 

２ 事業の目的及び 

 期待される効果 

 

 

 

３ 事業の内容 

 

 
 

 

 
 

４ 事業期間  

令和   年   月   日から令和   年   月   日まで 

 

※交付決定日以前に着手した事業、終了予定日以降に実施した事業は補助対象とならな 

いので記載にあたって注意すること 

５ 他の補助金の活

用の有無 

 

 

有 ・ 無 

 
※他の補助金等の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

※「有」の場合は、活用する補助金等名やその事業内容、当該補助金等に係る問い合わ 

せ先（補助金等を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 

６ 再エネ 100 宣言

RE Action への加

入 

 

令和   年   月加入（令和   年   月加入予定） 

７ 特記事項 

 

 

 

 

 

※添付書類 

【交付申請時】 

 ①事業実施主体の概要が分かる資料 

②導入機器・設備に係る計画資料（設置場所までの案内図、機器・設備の配置図、システム図（単線結 

線図等）、機器・設備の規格等が分かる資料及び現況写真）、導入車両に係る資料（車両のカタログ又は

仕様書） 

③省エネ診断実施報告書（省エネ対応設備導入支援事業に限る） 

④太陽光発電設備を導入する施設等の年間の使用電力量が分かる資料（太陽光発電設備導入支援事業に限る） 

 ⑤（対象システムを設置する建物の所有者が申請者と異なる場合）設置についての承諾書 

⑥県税納税証明書（直近３ヶ月以内のものに限る） 

 

【実績報告時】 

 ①導入機器・設備に係る報告資料（設置場所までの案内図、機器・設備の配置図、システム図（単線結

線図等）、機器・設備の規格等が分かる資料及び完成写真）、導入車両に係る報告資料（自動車検査証

（写し）、車両写真） 

※完成写真以外、申請時に提出した事業計画書添付資料と変更がない資料は添付不要。 

※他の補助金等を受けた場合は、交付決定通知書、実績報告書及び補助金額確定通知書等の写し 

 

 



様式第２号（第５条、第７条、第８条関係） 
 

鳥取県再エネ100宣言RE Action推進事業収支予算（決算）書 
 

 

１ 収入の部                                  （単位：円） 

区分 予算額（決算額） 内訳 

県補助金 

  

 

 

自己財源 

  

 

 

その他収入 

  

 

 

合計 
  

 

 

 

２ 支出の部                                  （単位：円） 

区分 予算額（決算額） 内訳 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 
  

 

 

３ その他 

 消費税及び地方消費税の取扱い 

   

  □ 補助対象経費に消費税及び地方消費税は含まれません 

    ※補助対象経費を確認の上、□にレを入れてください 
 

※添付書類 

【交付申請時】 

①内容、補助対象経費の明細（見積書・仕様書等の写し） 

 

【実績報告時】 

②補助事業に係る契約書又は注文書、領収書の写し 



様式第３号（第６条関係） 
年   月   日 

              様 
 

職  氏  名        
 

鳥取県再エネ100宣言RE Action推進事業補助金交付決定通知書 
 
   年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県再エネ100宣言RE 

Action推進事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和32

年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付する

ことに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 対象事業 

 本補助金の対象事業は、申請書に記載されているとおりとする。 
 
２  交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
  (1) 算定基準額     金          円 
  (2) 交付決定額         金          円 

 
３  経費の配分 

 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、・・・・・・

・・・・・・・とする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するとこ

ろによる。 
 
４  交付額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県再エネ100宣言RE Action推進事

業補助金交付要綱（令和４年３月29日付第202200003292号生活環境部長通知。以下「要綱」とい

う。）第４条第２項及び第３項の規定を適用して算定した額と、前記２の(2)の交付決定額（変更さ

れた場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 
 
５  補助規程の遵守 

 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 
 



様式第４号（第10条関係） 

財産管理台帳 

【電気自動車等】 

区分 

 

財産名 

型式 
価格（円） 

（税抜き）       

取得年月日       

         

処分制

限期間 

（年） 

使用者の住所 
自動車登録番号又は

車両番号 
備考 

        

        

        

        

        

（注）１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が要綱第９条第４項に定める処分制限額以上の財産とする。 

２．複数台導入の場合は、一台ごとに全ての項目を記入すること。   

 

【充電設備】 

区分 

 

財産名 

メーカー名 
充電設備等型

式      

製造番号 

又は 

シリアル番号 

価格（円） 

（税抜き） 

設置工事

完了日（年

月日） 

処分制

限期間 

（年） 

設置場所住所

及び設置場所

名称 

充電設備等本

体補助金額

（円） 

備考 

          

          

          

          

          

（注）１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が要綱第９条第４項に定める処分制限額以上の財産とする。 

２．複数基設置の場合は、一基ごとに全ての項目を記入すること。   


